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 奈良県保育の質と保育士等の職場環境の向上に関する研究会設立準備事業について、次のとおり公募

型プロポーザルにより委託業務の受託者を選定しますので、公告します。 

 

  令和６年５月２３日 

                    奈良県知事  山下 真       

 

１ 公募型企画提案に付する事項 

(1) 業務名 

奈良県保育の質と保育士等の職場環境の向上に関する研究会設立準備事業 

(2) 業務の内容 

心身ともに健やかな子どもをはぐくむためには、その担い手である保育人材に対して量的確保も

さることながら質的な向上に係るアプローチが重要である。令和５年度に実施した保育士等実態調

査では「休憩時間・休暇の取りやすさ」の満足度が低いなど、職場環境の課題が明らかとなった一

方で、働き方改革を実施し、職場の働きやすさ向上に向けて取り組むことで、職場の満足度につな

がることが考察として得られた。また、研修の参加等による保育の質の向上は、保育士等としての

やりがい向上につながる可能性も示されたところである。 

そこで、本業務では、保育士等が教育や研鑽を通じて保育の質の向上を図るとともに、健康で安

心して働き続けることができる環境づくりのために「（仮称）奈良県保育の質と保育士等の職場環

境の向上に関する研究会（以下「研究会」という。）」を設立し、保育の質及び職場環境の向上に資

する取組を会員が自立的かつ持続的な運営により実現することを目指し、その準備として必要な各

種検討や取組を実施することを目的とする。 

詳細は「奈良県保育の質と保育士等の職場環境の向上に関する研究会設立準備事業仕様書（以下

「仕様書」という。」）」による。 

 (3) 契約期間 

契約締結日から令和７年３月２１日まで 

(4) 委託上限額 

  ９，７３５，０００ 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

うち、仕様書４の（１）、（４）及び（５）の業務に係る上限額は３，１１３，０００円（消費税及

び地方消費税を含む。）とする。 

 

２ 公募型企画提案に参加する者に必要な資格 

  次に掲げる要件のすべてを満たす者とします。 

(1) 地方自治法施行令（昭和 22年政令第 16号）第 167条の 4の規定に該当しない者であること。 
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(2) 民事再生法（平成 11年法律第 225号）の規定による再生手続開始の申立て中又は再生手続中でな

いこと。 

(3) 会社更生法（平成 14年法律第 154号）の規定による更生手続開始の申立て中又は更生手続中でな

いこと。 

(4) 物品購入等に係る競争入札の参加資格等に関する規程（平成７年１２月奈良県告示第４２５号）

による奈良県競争入札参加資格者名簿において、営業種目「Q4検査・分析・調査業務」、「Q5公告・

イベント」、「Q7 諸サービス」のいずれかに登録がある者（ただし、企画提案書提出時点において登

録が認められていれば可とする。）。 

(5) 企画提案参加申込書の提出時点において、奈良県物品購入等の契約に係る入札参加停止等措置要

領による入札参加停止の期間中でない者であること。 

(6) 公告日から過去５年以内に、「保育又は教育関係者を対象とした資質向上にかかる研修やワークシ

ョップの企画・運営業務を受託し、履行した実績」又は「有識者で構成される委員会、検討会または

ワーキンググループなどの企画・運営業務を受託し、履行した実績」を有すること。（業務の全部又

は主要な部分を再委託し履行した実績は除く。） 

 

３ 失格事項 

参加者が次のいずれかに該当する場合は失格とする。  

(1)提出書類の提出期限までに所定の書類が整わなかったとき  

(2)提案に参加する資格がない者が提案したとき  

(3)この企画提案に対して、複数の提案をしたとき  

(4)提出のあった提案書等について、契約上限額を超える見積を提案したとき  

(5)提出のあった提案書等が様式及び記載上の注意事項に示された内容に適合せず、その補正に応じな

いとき 

(6)見積書の金額、住所、氏名、印影若しくは重要な文書の誤脱、金額を訂正した見積をしたとき、そ

の他提出書類に虚偽の記載をしたとき  

(7)その他、提示した事項及び企画提案に関する条件に違反したとき 

 

４ 手続き等 

 (1) 公募型企画提案参加申込書・企画提案書の提出先及び問い合わせ先 

   奈良県地域創造部こども・女性局  

   こども保育課 奈良っ子はぐくみ係 

   所在地 〒630-8501 奈良市登大路町 30奈良県庁主棟 3階 

   電話 0742-27-8733 FAX  0742-27-2023 
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(2) 企画提案説明書等の交付期間・場所 

① 交付期間 令和６年５月２３日（木）から令和６年６月６日（木）正午まで 

（土日及び祝日を除く平日の午前９時から午後５時まで） 

② 交付場所 （１）に同じ 

なお、企画提案書等は奈良県こども保育課のホームページにも掲載します。 

 (3)参加申込書の提出期限等 

①提出期限 令和６年６月６日（木）午後５時まで 

②提 出 先 （１）に同じ 

③ 提出方法 持参または郵送（書留郵便に限る）による 

持参の場合の受付時間は、土日及び祝日を除く平日の午前９時から午後５時まで 

郵送の場合は、令和６年６月６日（木）午後５時までに必着 

④ 提出部数 １部 

(4)企画提案書の提出期限等 

① 提出期限 令和６年６月１４日（金）午後５時まで 

② 提 出 先 （１）に同じ 

③ 提出方法 持参または郵送（書留郵便に限る）による。 

持参の場合の受付時間は、土日及び祝日を除く平日の午前９時から午後５時まで 

郵送の場合は、令和６年６月１４日（金）午後５時までに必着 

④ 提出部数 8部(正１部＋副７部（副には事業所名を記載しないでください。）) 

 

５ 最優秀提案者の選定方法 

  提出のあった企画提案書等について、奈良県保育の質と保育士等の職場環境の向上に関する研究会

設立準備事業委託事業者選定委員会（以下「委員会」という。）の審査により最優秀提案者を選定しま

す。 

 

６ 企画提案等に使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

 

７ その他 

(1) 本業務を受注しようとする者は、別紙「公契約条例に関する遵守事項」に記載する遵守事項を理

解した上で受注してください。 

(2) 審査の結果、特定した最優秀提案者を受託事業者として、奈良県契約規則等に基づき、双方協議

のうえ、随意契約による委託契約の締結を行います。 
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   なお、審査の結果を踏まえ、提案内容の変更を求めることがあります。 

   ただし、委員会で特定した者との協議が不調に終わった場合には、審査において次点となった者

と同様の手続きを行う場合があります。 

(3) 契約時に、契約金額の 10％に相当する額以上を契約保証金として県に納めることになります。 

ただし、奈良県契約規則第 19 条第１項各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の全部又

は一部の納付を免除されることがあります。 

(4) 受託事業者から支払い請求があり、必要と認められる場合には、契約額の２分の１の範囲で１回

に限り概算払いができるものとします。 

(5) 第三者の著作権その他の権利についての交渉・処理は、受託事業者が行うこととし、その経費は

委託費に含むものとします。 

(6) 契約書については、受託事業者と特定された者に対して、別途作成・提示します。 

(7) 契約締結後であっても、提案書など提出書類に虚偽の記載が明らかになった場合、受託事業者に

重大な瑕疵がある場合、業務遂行の意思が認められない場合又は業務遂行能力がないと認められる

場合は、契約を解除し委託事業者を変更することがあります。 

(8) 企画提案に係る費用は、応募者の負担とします。また提案書は返却しません。 

(9) その他、詳細は「奈良県保育の質と保育士等の職場環境の向上に関する研究会設立準備事業業務

企画提案説明書」等によります。 
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別紙 

 

公契約条例に関する遵守事項 

 

 本業務を受注しようとする者は、この遵守事項を理解した上で受注すること。 

 

１ 奈良県公契約条例の趣旨にのっとり、公契約の当事者としての社会的責任を自覚し、本業務を適正

に履行すること。 

２ 本業務の履行に当たり、次に掲げる事項その他の法令を遵守すること。 

 ア 最低賃金法第４条第１項に規定する最低賃金の適用を受ける労働者に対し、同法第３条に規定す

る最低賃金額（同法第７条の規定の適用を受ける労働者については、同条の規定により減額して適

用される額をいう。）以上の賃金（労働基準法第 11条に規定する賃金をいう。以下同じ。）の支払い

を行うこと。 

 イ 健康保険法第 48 条の規定による被保険者（同法第３条第４項に規定する任意継続被保険者を除

く。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

 ウ 厚生年金保険法第 27 条の規定による被保険者（同条に規定する 70 歳以上の使用される者を含

む。）の資格の取得に係る届出を行うこと。 

 エ 雇用保険法第４条第１項に規定する被保険者について、同法第７条の規定による届出を行うこと。 

 オ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律第４条の２第１項の規定による届出を行うこと。 

３ 本業務の一部を、他の者に請け負わせ、若しくは委託し、又は本業務の履行に他の者が雇用する労

働者の派遣を受けようとするときは、当該他の者に対し、この遵守事項を周知し、遵守するよう指導

すること。 

 


